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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状のステアリングコラムと、このステアリングコラムの内側に回転自在に支持されて
、このステアリングコラムよりも後方に突出した後端部にステアリングホイールを固定す
るステアリングシャフトと、このステアリングシャフトの一部に支持されたキーロックカ
ラーと、前記ステアリングコラムの外周面のうち、このキーロックカラーと対向する部分
に形成されたロック用透孔と、一部をこのロック用透孔の内側部分に配置した状態で支持
されたロックユニットとを備え、イグニッションキーをＯＦＦした状態でこのロックユニ
ットを構成するキーロックピンを径方向内方に変位させ、このキーロックピンの先端部を
前記キーロックカラーに設けた係合凹部に係合させる事により、前記ステアリングコラム
の内径側での前記ステアリングシャフトの回転を実質的に防止するステアリングロック装
置に於いて、
　前記ロック用透孔の周縁部のうち、周方向両側縁の軸方向に離隔した複数箇所ずつに、
それぞれ突片を設けており、イグニッションキーをＯＦＦして前記キーロックピンと前記
係合凹部とが係合した状態で、前記ステアリングホイールを回転させようとする大きな力
が、前記各突片のうち、このステアリングホイールの回転方向前方に位置する各突片の先
端縁に加わり、このステアリングホイールの回転方向前方に位置する各突片がそれぞれ加
わった力の大きさに応じて塑性変形する事で、この力が分担して支承される事を特徴とす
るステアリングロック装置。
【請求項２】
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　前記ロックユニットは、軸方向位置が前記ロック用透孔と整合する部分に、前記ステア
リングコラムの幅方向両側に突出する状態で設けた、１対のコラム側フランジ部に形成し
た通孔を挿通したボルトを介して、前記ステアリングコラムに対し支持固定されており、
　前記ステアリングホイールの回転方向に関する前記通孔の内周縁と前記ボルトの外周面
との間の隙間の大きさをδとし、同じく前記各突片の先端縁と、前記ロックユニットのう
ちで前記ロック用透孔の内側部分に配置した部分の幅方向側面との間の隙間の大きさをｄ
とし、前記各突片の高さ寸法をｈとした場合に、ｄ＜δ≦ｄ＋ｈを満たす、請求項１に記
載したステアリングロック装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、盗難防止の為に、自動車のステアリングホイールの操作を不能にするステ
アリングロック装置の改良に関する。具体的には、イグニッションキーをＯＦＦした状態
で、ステアリングホイールを大きな力で回転させようとした場合に、ステアリングコラム
に亀裂等の損傷が発生するのを防止できる構造の実現を図るものである。
【背景技術】
【０００２】
　操舵輪（フォークリフト等の特殊車両を除き、通常は前輪）に舵角を付与する為のステ
アリング装置として、例えば図４に示す様な構造が、広く知られている。このステアリン
グ装置は、車体１に支持された円筒状のステアリングコラム２の内径側にステアリングシ
ャフト３を、回転自在に支持している。そして、このステアリングコラム２の後端開口よ
りも後方に突出した、前記ステアリングシャフト３の後端部分に、ステアリングホイール
４を固定している。このステアリングホイール４を回転させると、この回転が、前記ステ
アリングシャフト３、自在継手５ａ、中間シャフト６、自在継手５ｂを介して、ステアリ
ングギヤユニット７の入力軸８に伝達される。この入力軸８が回転すると、このステアリ
ングギヤユニット７の両側に配置された１対のタイロッド９、９が押し引きされて左右１
対の操舵輪に、前記ステアリングホイール４の操作量に応じた舵角を付与する。尚、図４
に示した構造の場合、前記ステアリングホイール４の前後位置の調節を可能にすべく、前
記ステアリングコラム２及び前記ステアリングシャフト３として、伸縮式のものを使用し
ている。この様な伸縮式のステアリングコラムを構成するアウタコラム及びインナコラム
、並びに、ステアリングシャフトを構成するアウタチューブ及びインナシャフトの前後位
置は、図示の構造とは逆であっても良い。何れにしても、前記ステアリングコラムのうち
の少なくともアウタコラムは軽量化の為、アルミニウム合金等の軽合金により形成される
場合が多いが、薄肉の機械構造用炭素鋼鋼管を用いる事もできる。
【０００３】
　近年、自動車の盗難が増えており、各種盗難防止装置を自動車に備える事が行われてお
り、その一種として、正規の鍵を使用しない限りステアリングホイールの操作を不能にす
るステアリングロック装置が、特許文献１～４等の多くの刊行物に記載され、且つ、広く
実施されている。このうちの特許文献３に記載された従来構造の第１例に就いて、図５～
６により説明する。
【０００４】
　ステアリングコラム２ａの一部にロックハウジング１０を、クランプ金具１１と１対の
ボルト１２、１２とにより結合固定している。このロックハウジング１０は、筒状の収納
部１３と、この収納部１３の基端開口を塞ぐ状態で設けられた底板部１４と、この収納部
１３の基端部外周面から突出する状態で設けられた１対の取付フランジ部１５、１５とを
備える。前記底板部１４の一部には通孔（図示省略）を、前記ステアリングコラム２ａの
一部でこの通孔に整合する部分にロック用透孔１６を、それぞれ設けて、前記収納部１３
内と前記ステアリングコラム２ａ内とを連通させている。又、ステアリングシャフト３ａ
の一部で軸方向位置が前記通孔及び前記ロック用透孔１６に一致する部分を、ピッチが粗
い雄スプライン状に形成して、周方向複数個所に複数の係合凹部１７、１７を設けている
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。又、前記ロックハウジング１０内にロックユニット１８を固定し、このロックユニット
１８の先端部に設けたガイド部１９を前記ロック用透孔１６に内嵌（隙間嵌或いは締り嵌
め）している。前記ロックユニット１８は、電動式のアクチュエータ２０により進退させ
られる、ロックピン２１を備える。
【０００５】
　上述の様なステアリングロック装置は、次の様に作用する。イグニッションキーをＯＦ
Ｆすると、前記アクチュエータ２０が前記ロックピン２１を、前記ステアリングコラム２
ａの内径側に前進させる。このロックピン２１には、図示しない弾性部材により前進方向
の弾力を付与している。この為、前記ロック用透孔１６と何れかの係合凹部１７とが整合
している状態では、そのまま前記ロックピン２１の先端部が当該係合凹部１７と係合して
、前記ステアリングシャフト３ａが回転しない様にする。これに対して、前記ロック用透
孔１６が、何れの係合凹部１７、１７とも整合していない状態では、前記ロックピン２１
の先端面が、前記ステアリングシャフト３ａの外周面のうちで、周方向に隣り合う係合凹
部１７、１７同士の間部分に、弾性的に突き当たる。この状態から前記ステアリングシャ
フト３ａを回転させると、前記ロックピン２１の先端部が何れかの係合凹部１７と係合し
て、このステアリングシャフト３ａがそれ以上回転する事を阻止する。
【０００６】
　上述の様なステアリングロック装置は、イグニッションキーをＯＦＦした状態でステア
リングホイール４（図４参照）を大きな力で回転させようとした場合、前記ステアリング
シャフト３ａの係合凹部１７と前記ロックピン２１との係合部に大きな力が加わり、この
ステアリングシャフト３ａが破損する可能性がある。
【０００７】
　この様な課題を解決する為に、図７に示す従来構造の第２例の場合には、外周面に係合
凹部１７ａ、１７ａを形成したキーロックカラー２２をステアリングシャフト３ｂの軸方
向中間部に、イグニッションキーをＯＦＦして何れかの係合凹部１７ａにロックピンを係
合させた状態で、少なくともステアリングホイール４（図４参照）によりこのステアリン
グシャフト３ｂを回転させて操舵輪に蛇角を付与する事を実質的に阻止できるだけの嵌合
強度で外嵌している。即ち、前記イグニッションキーをＯＦＦして何れかの係合凹部１７
ａとロックピン２１とを係合させた状態で、前記ステアリングホイール４を所定以上の（
キーロックレギュレーションにより規定された値を越える）力で回転させた場合には、前
記ステアリングシャフト３ｂは前記キーロックカラー２２に対して回転する。但し、前記
操舵輪に、所望の蛇角を付与する為に、前記ステアリングホイール４を、通常の運転姿勢
のまま操作する程度の力では、前記ステアリングシャフト３ｂが回転する事はない。
【０００８】
　上述の様な従来構造の第２例のステアリングロック装置は、イグニッションキーをＯＦ
Ｆした状態でステアリングホイール４を大きな力で回転させても、前記キーロックカラー
２２及び前記ステアリングシャフト３ｂが破損する事はない。但し、前記従来構造の第２
例の場合にも、以下の様な問題が発生する可能性がある。即ち、前記イグニッションキー
をＯＦＦして前記キーロックカラー２２の係合凹部１７ａとロックピン２１（図５～７参
照）とが係合した状態で、前記ステアリングホイール４を大きな力で回転させようとする
と、前記ステアリングシャフト３ｂが前記キーロックカラー２２に対し回転する以前に（
動摩擦力よりも大きな静止摩擦力に基づき）、前記ロックピン２１からガイド部１９を介
してロック用透孔１６の周縁部に大きな力が加わる。ステアリングコラム２ａはアルミニ
ウム合金等の軽合金製であるので、前記ロック用透孔１６の周縁部に大きな力が加わると
、前記ステアリングコラム２ａに亀裂等の損傷が発生する可能性がある。例えば、前記ロ
ック用透孔１６の形状を図８の（Ａ）に示す様な矩形とした場合には、このロック用透孔
１６の周縁部のうちの四隅に応力が集中する。この様な応力の集中を低減する為、このロ
ック用透孔１６の形状を図８の（Ｂ）に示す様に、軸方向両側縁部の中間部を突出させた
、鼓形（ベンチュリ管形）とする事も考えられる。但し、この様な場合であっても、図８
の（Ｂ）にαで示した、ロックユニット１８のガイド部１９の角部が突き当たる部分に応
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力が集中する。又、前記ロック用透孔１６の形状を、図８の（Ｃ）に示す様な小判形（オ
ーバル形）とすれば、応力を分散させる事ができるが、ロックユニット１８のガイド部１
９の形状を小判形とする必要があり、設置スペースを確保できなかったり、このロックユ
ニット１８の製造コストが増大する可能性がある。
【０００９】
　図９は、特許文献５に記載された、ステアリングロック装置の従来構造の第３例を示し
ている。ロック用透孔１６ａは周方向両側縁部に、このロック用透孔１６ａの幅寸法が軸
方向中間部で最も小さく、前後方向に向かう程大きくなる方向に湾曲した凸部２３、２３
を設けている。イグニッションキーをＯＦＦした状態でステアリングホイール４（図４参
照）を大きな力で回転させようとした場合に、ガイド部１９を介してロックピン２１より
力が加わる部分である、前記両凸部２３、２３の先端縁が湾曲しているので、この力を分
散させる事ができる。但し、この様な従来構造の第３例の場合、以下の様な問題が発生す
る可能性がある。即ち、ステアリングシャフト３ｂ（図７参照）は、前後両端部を、それ
ぞれ軸受により、ステアリングコラム２ａの前後両端部に支持されており、これら両軸受
同士の間隔（スパン）が長い。この為、前記イグニッションキーをＯＦＦした状態で前記
ステアリングホイール４を大きな力で回転させようとした場合に、前記ステアリングシャ
フト３ｂが、撓みつつ回転しようとする傾向になり易い。前記従来構造の第３例の場合、
この周方向縁部に先端縁が湾曲した凸部２３を設けているので、前記傾向となった場合に
、前記ガイド部１９が軸方向に対し傾き易い。そして、このガイド部１９が傾いた状態で
、前記ロック用透孔１６ａの周方向縁部に強く押し付けられると、前記ロックピン２１か
ら前記ガイド部１９を介して前記ロック用透孔１６ａの周縁部に加わる力による応力が、
この周縁部の一部に集中する可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開２００４－９８７８８号公報
【特許文献２】特開２００４－２３７９７３号公報
【特許文献３】特開２００６－３６１０６号公報
【特許文献４】特開２００６－３６１０７号公報
【特許文献５】特開２００９－１９０６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、上述の様な事情に鑑みて、盗難防止の為に自動車のステアリングホイールの
操作を不能するステアリングロック装置に於いて、イグニッションキーをＯＦＦした状態
でステアリングホイールを大きな力で回転させようとした場合に、ステアリングコラムに
亀裂等の損傷が発生し難い構造を実現すべく発明したものである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明のステアリングロック装置は、前述した従来から知られているステアリングロッ
ク装置と同様に、ステアリングコラムと、ステアリングシャフトと、キーロックカラーと
、ロック用透孔と、ロックユニットとを備える。
　このうちのステアリングコラムは、筒状で、車体に支持される。
　又、前記ステアリングシャフトは、前記ステアリングコラムの内径側に回転自在に支持
されている。
　又、前記キーロックカラーは、前記ステアリングシャフトの一部に支持され、外周面に
係合凹部を設けている。
　又、前記ロック用透孔は、前記ステアリングコラムの外周面のうち、前記キーロックカ
ラーと対向する部分に形成されている。
　又、前記ロックユニットは、前記ステアリングコラムのうちで、軸方向位置が前記ロッ
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ク用透孔と整合する部分に、その一部をこのロック用透孔の内側部分に配置した状態で支
持されている。そして、イグニッションキーをＯＦＦした状態でこのロックユニットを構
成するキーロックピンを径方向内方に変位させ、このキーロックピンの先端部を前記係合
凹部に係合させる事により、前記ステアリングコラムの内径側での前記ステアリングシャ
フトの回転を抑える。
　特に、本発明のステアリングロック装置に於いては、前記ロック用透孔の周縁部のうち
、前記ステアリングシャフトの回転方向である、周方向両側縁部の軸方向に離隔した複数
箇所ずつに、それぞれ突片を設けている。そして、イグニッションキーをＯＦＦして前記
キーロックピンと係合凹部とが係合した状態で、前記ステアリングホイールを回転させよ
うとする大きな力が、前記各突片のうち、このステアリングホイールの回転方向前方に位
置する各突片の先端縁に加わり、このステアリングホイールの回転方向前方に位置する各
突片がそれぞれ加わった力の大きさに応じて塑性変形（例えば座屈変形）する事で、この
力が分担して支承（吸収）される様にしている。
 
【００１３】
　上述の様な本発明のステアリングロック装置を実施する場合に好ましくは、請求項２に
記載した発明の様に、前記ロックユニットを前記ステアリングコラムに支持固定する為に
、このステアリングコラムの一部で、軸方向位置が前記ロック用透孔と整合する部分に、
１対のコラム側フランジを設ける。これら両コラム側フランジは、前記ステアリングコラ
ムの幅方向（上下左右方向の何れかの方向又はその中間の方向）両側に突出する状態で、
このステアリングコラムに直接（一体に）、或いは、金属部材をこのステアリングコラム
の周方向の変位を阻止した状態で支持する事により設ける。そして、前記ロックユニット
を、前記両コラム側フランジ部に形成した１対の通孔を挿通したボルトにより、前記ステ
アリングコラムに対し支持固定する。そして、前記ステアリングホイールの回転方向に関
する前記両通孔と前記ボルトとの間の隙間の大きさ（この通孔の内径寸法とこのボルトの
杆部の外径寸法との差の大きさの凡そ半分）をδとし、同じく、前記ロックユニットのう
ちで前記各突片の先端縁と前記ロック用透孔の内側部分に配置した部分の幅方向側面との
間の隙間の大きさ（周方向両側縁部に設けた突片の先端縁同士の間の寸法と、前記ロック
ユニットのうちで前記ロック用透孔の内側部分に配置した部分の幅寸法との差の大きさの
凡そ半分）をｄとし、前記各突片の高さ寸法（これら各突片の突出量）をｈとした場合に
、ｄ＜δ≦ｄ＋ｈを満たすべく、各部の寸法を規制する。
【発明の効果】
【００１４】
　上述の様に構成する本発明のステアリングロック装置の場合には、イグニッションキー
をＯＦＦした状態でステアリングホイールを大きな力で回転させようとしても、ステアリ
ングコラムに亀裂等の損傷が発生するのを防止する事ができる。即ち、前記イグニッショ
ンキーをＯＦＦして、キーロックピンと係合凹部とが係合した状態でステアリングホイー
ルを大きな力で回転させようとすると、前記キーロックピンからロック用透孔の周縁部に
設けた各突片のうち、前記ステアリングホイールの回転方向前方に位置する各突片の先端
縁に力が加わる。そして、この力によりこのステアリングホイールの回転方向前方に位置
する各突片がそれぞれ加わった力の大きさに応じて座屈変形等の塑性変形する事で、この
力が吸収され、前記ロック用透孔の周縁部に応力が集中するのを防止する。
　又、前記力が、前記ステアリングコラムの捩り方向に加わった場合にも、前記周縁部の
一部に応力が集中するのを防止できる。即ち、前記各突片を、前記周縁部のうちの周方向
両側縁の軸方向に離隔した複数箇所ずつに設けているので、前記捩り方向の力が加わった
場合でも、前記各突片のうち、前記ステアリングホイールの回転方向前方に位置する各突
片がそれぞれ加わった力の大きさに応じて座屈変形等の塑性変形する事で、この力が分担
して支承（吸収）される。
 
【００１５】
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　又、請求項２に記載した発明によれば、前記ステアリングホイールを回転させようとす
る力を、前記各突片が変形し切る以前に、ステアリングコラムに設けたコラム側フランジ
部に形成した通孔の内周縁と、この通孔に挿通したボルトの杆部の外周面とを当接させら
れる。この為、前記力を、前記キーロックピンと前記係合凹部との係合部、及び、前記ロ
ック用透孔と前記ロックユニットとの係合部に加え、前記通孔と前記ボルトとの係合部に
よっても支承できる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施の形態の第１例を示す、要部平面図。
【図２】同第２例を示す、図１と同様の図。
【図３】同第３例を示す、図１と同様の図（Ａ）、及び、ステアリングホイールに回転方
向の大きな力が加わった状態で示す図（Ｂ）
【図４】従来から知られているステアリング装置の１例を、一部を切断した状態で示す側
面図。
【図５】ステアリングロック装置の従来構造の第１例を示す断面図。
【図６】同じくステアリングコラムとロックユニットとの係合部の状態を示す、要部断面
図。
【図７】ステアリングロック装置の従来構造の第２例を示す断面図。
【図８】ロック用透孔の形状の従来構造の３例を示す図。
【図９】同じく別例を示す図８と同様の図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　［実施の形態の第１例］
　図１は、請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第１例を示している。尚、本例を
含めて、本発明のステアリングロック装置の特徴は、イグニッションキーをＯＦＦした状
態でステアリングホイールを大きな力で回転させようとしても、ステアリングコラムに亀
裂等の損傷が発生するのを防止できる構造を実現する点にある。その他の部分の構造及び
作用は、前述の図７に示した構造を含め、従来から知られているステアリングロック装置
と同様であるから、同等部分に関する図示並びに説明は、省略若しくは簡略にし、以下、
本例の特徴部分を中心に説明する。
【００１８】
　本例の場合、ロック用透孔１６ｂの周縁部のうち、周方向（図１の上下方向）両側縁部
の軸方向に離隔した複数箇所（図示の例では２箇所）ずつに、それぞれ周方向突片２４、
２４を設けている。これら各周方向突片２４、２４の先端縁は、ロックユニット１８の幅
方向側面に平行な直線状としている。又、これら各周方向突片２４、２４の先端縁同士を
結ぶ仮想直線の方向は、ステアリングコラム２ｂの中心軸と平行にしている。この様な各
周方向突片２４、２４の形状及び個数は、後述する様に、これら各周方向突片２４、２４
が座屈変形等の塑性変形により吸収するべき力の大きさに応じて設計的に定める。又、本
例の場合は、前記周縁部のうちの軸方向（図１の左右方向）両側縁部にも、軸方向突片２
５、２５をそれぞれ設けている。これら両軸方向突片２５、２５は、前記ロック用透孔１
６ｂと前記ロックユニット１８との嵌合部の隙間を小さくし（嵌合部のがたつきを少なく
抑え）、且つ、前記ロック用透孔１６ｂの隅角部の曲率半径を大きくして、これら各隅角
部に応力が集中しない様にする為に設けている。又、前記各突片２４、２５の幅方向両側
縁と、前記ロック用透孔１６ｂの周縁部とは、部分円弧により滑らかに連続させている。
 
【００１９】
　この様なロック用透孔１６ｂに、ロックハウジング１０（図５参照）に支持固定された
、前記ロックユニット１８のガイド部１９を内嵌する。そして、前記ステアリングコラム
２ｂのうちで、軸方向位置が前記ロック用透孔１６ｂと整合する部分に、このステアリン
グコラム２ｂの幅方向両側に突出する状態でコラム側フランジ部２６、２６を設けている
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。この様なコラム側フランジ部２６、２６は、ステアリングコラム２ｂを成形する際に一
体に形成するか、或いは、別途造った金属部材を後から溶接、ろう付け、ねじ止め、リベ
ット止め等で固定する事により設ける。そして、前記両コラム側フランジ部２６、２６に
形成した通孔２７、２７を挿通したボルト１２、１２を、前記ロックハウジング１０の取
付フランジ部１５、１５に設けたねじ孔２８、２８（図５参照）に螺合して更に締め付け
る。これにより、前記ロックハウジング１０を前記ステアリングコラム２ｂに対し支持固
定する。この様なステアリングコラム２ｂは、アルミニウム合金等の軽合金をダイキャス
ト成形する事により形成する。
【００２０】
　上述の様に構成する本例のステアリングロック装置は、イグニッションキーをＯＦＦし
た状態で、ステアリングホイール４（図４参照）を大きな力で回転させようとした場合で
も、前記ステアリングコラム２ｂに亀裂等の破損が発生するのを防止できる。即ち、前記
イグニッションキーをＯＦＦして、ロックピン２１とキーロックカラー２２の係合凹部１
７ａ（図７参照）とが係合した状態で、前記ステアリングホイール４を大きな力で回転さ
せようとすると、この力は、前記ガイド部１９を介して前記ロック用透孔１６ｂの周縁部
のうち、前記ステアリングホイール４の回転方向前方に位置する各周方向突片２４、２４
の先端縁に加わる。そして、このステアリングホイール４の回転方向前方に位置する各周
方向突片２４、２４がそれぞれ加わった力の大きさに応じて座屈変形等の塑性変形をする
事により、前記力が分担して支承（吸収）される。この結果、ステアリングシャフト３ｂ
が前記キーロックカラー２２に対し回転する以前に、前記ステアリングコラム２ｂに亀裂
等の損傷が発生するのを防止する事ができる。
 
【００２１】
　又、本例の場合、前記各周方向突片２４、２４を、前記ロック用透孔１６ｂの周方向両
側縁部の複数箇所に設けている為、前記力を効果的に分散させて吸収する事ができる。即
ち、イグニッションキーをＯＦＦした状態で前記ステアリングホイール４を大きな力で回
転させようとすると、ステアリングシャフト３ａ（図５参照）の撓みに基づいてこの力が
、前記ロック用透孔１６ｂの周縁部のうちの周方向両側縁部に、軸方向に関して不均一に
加わる可能性がある。本例の場合、前記各周方向突片２４、２４をこの周方向両側縁部の
軸方向に離隔した複数箇所ずつに設けているので、前記力が軸方向に関して不均一に加わ
った場合でも、前記各周方向突片２４、２４のうち、前記ステアリングホイール４の回転
方向前方に位置する各周方向突片２４、２４が加わる力の大きさに応じて、それぞれ異な
る量だけ座屈変形し、結果として前記ステアリングホイール４の回転方向前方に位置する
各周方向突片２４、２４が前記力を分担して支承する。この結果、前記周方向両側縁部に
、前記力が不均一に加わった場合にも、この力を分散して吸収する事ができる。
　更に、本例の場合、前記各突片２４、２５と前記ロック用透孔１６ｂの周縁部とを部分
円弧により滑らかに連続させている為、これら各周方向突片２４、２４の基端部に応力が
集中するのを防止できる。
 
【００２２】
　［実施の形態の第２例］
　図２も、請求項１に対応する、本発明の実施の形態の第２例を示している。本例の場合
、ステアリングコラム２ｃの軸方向中間部に、鋳造や溶接、ねじ止め等の後付け固定によ
るコラム側フランジ部２６、２６（図１参照）を設けていない。即ち、このステアリング
コラム２ｃを、アルミニウム合金等の軽合金のパイプ材、或いは、薄肉の機械構造用炭素
鋼鋼管製としている。この様なステアリングコラム２ｃのうち、軸方向位置がロック用透
孔１６ｂと整合する部分に、前述した従来構造の第１例の場合と同様に、ロックハウジン
グ１０をクランプ金具１１とボルト１２、１２（図５参照）とにより結合固定する。
　その他の部分の構成及び作用は、上述した実施の形態の第１例と同様であるから、同等
部分に関する説明は省略する。
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【００２３】
　［実施の形態の第３例］
　図３は、全請求項に対応する、本発明の実施の形態の第３例を示している。本例の場合
、前述した実施の形態の第１例と同様に、ステアリングコラム２ｂの一部で、ロック用透
孔１６ｂを幅方向両側から挟む部分にコラム側フランジ部２６ａ、２６ａを、幅方向両側
に突出する状態で設けている。又、前記ステアリングコラム２ｂの外周面と前記両コラム
側フランジ部２６ａ、２６ａとの間に掛け渡す状態で、補強リブ２９、２９を設け、前記
ステアリングコラム２ｂの周方向に関する前記両コラム側フランジ部２６ａ、２６ａのモ
ーメント剛性を向上している。そして、これら両コラム側フランジ部２６ａ、２６ａの通
孔２７ａ、２７ａを挿通したボルト１２ａ、１２ａにより、ロックユニット１８を前記ス
テアリングコラム２ｂに支持固定している。
　尚、上述の様なコラム側フランジ部２６ａ、２６ａは、前述した図５に示す様な、クラ
ンプ金具１１の幅方向両側部分とする事もできる。この場合、このクランプ金具１１を、
凹凸係合等により前記ステアリングコラム２ｂに対する周方向の変位を阻止した状態で、
前記クランプ金具１１の幅方向両側部分に設けた通孔を挿通したボルト１２、１２により
、ロックハウジング１０（図５参照）を前記ステアリングコラム２ｂに結合固定する。
【００２４】
　本例の場合、ステアリングホイール４（図４参照）の回転方向に関する、前記両通孔２
７ａ、２７ａと前記両ボルト１２ａ、１２ａとの間の隙間の大きさ（これら両通孔２７ａ
、２７ａの内径寸法とこれら両ボルト１２ａ、１２ａの外径寸法との差の大きさの凡そ半
分）δを、同じくロック用透孔１６ｂの周方向突片２４、２４の先端縁とガイド部１９の
幅方向側面との間の隙間の大きさ（これら各周方向突片２４、２４の先端縁同士の間の寸
法と、前記ガイド部１９の幅寸法との差の大きさの凡そ半分）ｄと、これら各周方向突片
２４、２４の高さ寸法ｈとの関係で、ｄ＜δ≦ｄ＋ｈの範囲に規制している。
【００２５】
　本例の場合、各部の寸法をこの様に規制している為、前記ステアリングホイール４を大
きな力で回転させようとし、この力が前記各周方向突片２４、２４のうち、このステアリ
ングホイール４の回転方向前方に位置する各周方向突片２４、２４の先端縁に加わった場
合、この力を吸収しつつ前記ステアリングホイール４の回転方向前方に位置する各周方向
突片２４、２４が塑性変形し切る以前に、前記両通孔２７ａ、２７ａの内周縁と前記両ボ
ルト１２ａ、１２ａの外周面とが当接する。これにより、前記力を、ロックピン２１と係
合凹部１７ａ（図７参照）との係合部、及び、前記ロック用透孔１６ｂとガイド部１９と
の係合部だけでなく、前記両通孔２７ａ、２７ａと前記両ボルト１２ａ、１２ａとの係合
部によっても支承できる。この結果、各部に加わる力を抑えて、ステアリングコラムに亀
裂が発生するのを防止できる等、各部の損傷防止を図れる。
　その他の部分の構成及び作用は、前述した実施の形態の第１例と同様であるから、同等
部分に関する説明は省略する。
 
【符号の説明】
【００２６】
　　１　　車体
　　２、２ａ、２ｂ、２ｃ　ステアリングコラム
　　３、３ａ、３ｂ　ステアリングシャフト
　　４　　ステアリングホイール
　　５ａ、５ｂ　自在継手
　　６　　中間シャフト
　　７　　ステアリングギヤユニット
　　８　　入力軸
　　９　　タイロッド
　１０　　ロックハウジング
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　１１　　クランプ金具
　１２、１２ａ　ボルト
　１３　　収納部
　１４　　底板部
　１５　　取付フランジ部
　１６、１６ａ、１６ｂ　ロック用透孔
　１７、１７ａ　係合凹部
　１８　　ロックユニット
　１９　　ガイド部
　２０　　アクチュエータ
　２１　　ロックピン
　２２　　キーロックカラー
　２３　　凸部
　２４　　周方向突片
　２５　　軸方向突片
　２６、２６ａ　コラム側フランジ部
　２７、２７ａ　通孔
　２８　　ねじ孔
　２９　　補強リブ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】
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